
 

 

別記第1号様式（第3条関係） 

（第1面） 

太陽光発電事業計画 

太陽光発電事業計画 備 考 

 

太
陽
光
発
電
事
業
実
施
予
定
者
（
認
定
太
陽
光
発
電
事
業
実
施
者
） 

情
報 

氏名又は名称 未来創電加太合同会社  

代表者 
役職 代表社員  

 
氏名 未来創電加太一般社団法人 

役員 

役職 職務執行者  

□別紙あり 

氏名 北川 久芳 

役職  

氏名  

役職  

氏名  

住所 
(〒100-0005) 

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号東京共同会計事務所内 
 

法定代理人 氏名   

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100
分の5以上の額に相当する出資をしている者の有無（太陽光発電事業実施
予定者(認定太陽光発電事業実施者)が法人である場合に記載すること。
） 

有・無 

□別紙あり 

太
陽
光
発
電
事
業
の
内
容
及
び 

実
施
時
期 

太陽光発電事業の名称 加太太陽光発電事業  

太陽光発電事業の内容 
太陽光発電設備の設置、事業の運営・維持管理、事業の

廃止 
□別紙あり 

太陽光発電設備の合計

出力 
29,900ｋＷ（内、自家消費分：125ｋＷ）  

実施時期 

造成工事 各種許認可取得後1か月後から2026年9月30日まで  

設置工事 各種許認可取得から2027年11月30日まで  

発電期間 2027年12月1日から2062年11月30日まで  

事業廃止 2062年11月30日  

事業

区域 

所在地 和歌山市加太字下女原2413番 外24筆(別紙①【「所在地一覧」】を参照。) ☑別紙あり 

面積 
事業区域 682,013.73 ㎡ 

うち森林（工事前 337,298 ㎡   工事後 213,326.07 ㎡） 
 

太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項 第2面のとおり 

太陽光発電の設置の方法に関する事項 第3面のとおり 

太陽光発電事業の維持管理の方法に関する事項 第4面のとおり 

太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項 第5面のとおり 

太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項 第6面のとおり 

 



 

 

（第 2面） 

太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項 

造成する土地の位置 
和歌山市加太字笠松原 2443-1番 

和歌山市加太字炭谷 2362-12番 
□別紙あり 

造成工事の内容 

掘り込み式の調整池の設置及び調整池へ向かう進入路の形成。 

林地開発、宅地造成及び特定盛土等規制法の技術基準に従い施

行する。 

□別紙あり 

切土又は盛土をする土地の面積 15,324ｍ2  

切土の土量 29,989ｍ3  

盛土の土量 21ｍ3  

造成工事の期間 各種許認可取得後 1か月後から 2026年 9月 30日まで □別紙あり 

造成工事の工程 
別紙②【「環境影響調査書」の[第 2章 事業の名称、位置、目

的及び内容]の 2-2項】を参照。 
☑別紙あり 

造成工事の施工前と

施工後の土地の形質

の変更の状況 

別紙③【添付資料⑤「当該造成に係る計画平面図及び計画断面

図」】を参照。 
☑別紙あり 

工事 

施工者 

住所 
〒612-8450 

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6（京セラ本社ビル内） 
 

氏名等 京セラコミュニケーションシステム株式会社  

電話番号 0800-0808123  



 

 

（第 3面） 

太陽光発電設備の設置の方法に関する事項 

太陽光発電設備の構造 
別紙④【添付資料⑩「太陽光発電パネルの支持物の構造強度に

関する書面」】の資料を参照。 
✅別紙あり 

太陽光発電設備の合計

出力 
29,900ｋＷ（内、自家消費分：125ｋＷ）  

太陽光発電設備の事業

区域内の位置 

和歌山市加太字下女原2413番 外24筆 

（別紙①【「所在地一覧」】を参照。） 
✅別紙あり 

太陽電池に係る事項 

製造事業者名 Trina Solar  

型式番号 TSM-655NEG20C.28            

設置枚数 67,440枚  

太陽電池の 

合計出力 
           44,173.20kW   

設置面積            300,086.40㎡  

角度 10度  

パワーコンディショナ

ーに係る事項 

製造事業者名 SUNGROW  

型式番号 SG3400HV-MV-30            

設置箇所数  9箇所  

出力            29,900 kW  

太陽光発電設備の設置

工事の内容 

杭打込、架台組立、モジュール設置、電気工事、 

土木工事、排水工事、基礎工事、機器据付工事、 

外構工事、仮設工事、仮設工事 

□別紙あり 

太陽光発電設備の設置

工事の期間 
各種許認可取得から 2027年 11月 30日まで  

太陽光発電設備の設置

工事の工程 

別紙②【「環境影響調査書」の[第2章 事業の名称、位置、目的

及び内容]の2-2項】を参照。 
✅別紙あり 

工事施工者 

住所 
〒612-8450 

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6（京セラ本社ビル内） 
 

氏名等 京セラコミュニケーションシステム株式会社  

電話番号 0800-0808123  



 

 

（第 4面） 

太陽光発電事業の維持管理に関する事項 

発電期間 2027年12月1日から2062年11月30日まで  

周辺環境の保全のため

達成することとした環

境の構成要素に係る項

目、数値及び測定頻度 

本事業の事業特性･地域特性を踏まえ、土地の造成・設備の設置工事

(撤去工事)に係る大気質･騒音･振動･動植物･廃棄物等、太陽光発電

設備の存在に係る騒音･動植物･景観･光害を環境影響調査項目に選

定し、予測評価を行った。 

予測を行った結果、全ての調査項目について、環境保全目標を満足

する又は環境保全措置の実施により低減し、環境への影響が実行可

能な範囲で回避･低減されているものと評価する。 

（詳細は「環境影響調査書」のとおり。） 

 

事
業
区
域
及
び
太
陽
光
発
電
設
備
の
点

検 

点検の項目 
全設備の、外観検査、目視点検、各種測定、動作試験、消耗品交

換、清掃・除草等 
□別紙あり 

点検の頻度 点検内容に応じて、1回/月または1回/年 □別紙あり 

点検予定業者

等 

住所 

〒612-8450 

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6（京セラ本社ビル

内） 

 

氏名等 京セラコミュニケーションシステム株式会社  

電話番号 0800-0808123  

事業区域の管理者 

住所 

〒612-8450 

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6（京セラ本社ビル

内） 

 

氏名等 京セラコミュニケーションシステム株式会社  

電話番号 0800-0808123  

管理内容 
全設備の、外観検査、目視点検、各種測定、動作試験

、消耗品交換、清掃・除草、等     
 

緊急時の連絡先 

住所 東京都千代田区内幸町２丁目１番１号  

氏名等 双日ミライパワー株式会社  

電話番号 03-6871-3333  

その他の連絡先 

住所 -  

氏名等 -  

電話番号 -  



 

 

（第 5面） 

太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項 

廃止予定年月日 2062年11月30日（予定）  

太陽光発電設備の解

体及び撤去に関する 

工事の内容 

モジュールの取外し、杭及び架台撤去、ＰＣＳ取外し、キュービ 

クル撤去、配線の撤去  

（別紙⑤【「環境影響調査書」の[第5章 環境影響調査の結果]

の5-7項】を参照。） 

✅別紙あり 

廃棄物の処理方法 
別紙⑤【「環境影響調査書」の[第5章 環境影響調査の結果]の5-7

項】を参照。 
✅別紙あり 

太陽光発電設備の撤

去後の土地の整備方

針 

原則現況復旧とする。 □別紙あり 

太陽光発電事業の廃

止に要する費用の見

積り 

凡そ3億円の想定です。 □別紙あり 

太陽光発電事業の廃

止に要する費用の確

保に関する方法 

設備撤去費用につきましては、商業運転開始後 11 年目から一定

額を積み立てる予定です。 
□別紙あり 



 

 

（第 6面） 

太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項 

①太陽光発電事業の実施に伴う崖崩れ又は土砂

の流出による災害の発生を防止するために講

ずる措置の内容（事業区域内に森林がある場

合は、当該森林が現に有する公益的機能から

みて太陽光発電事業の実施により土砂の流出

、水害等が発生することを防止するために講

ずる措置の内容を含む。） 

事業計画では防災設備の構築及びそれに通ずる進入

路を除いて太陽光発電設備の設置に伴う造成工事は

行いません。 

排水計画については、林地開発許可及び宅地造成等

規制法の技術基準に基づいた設計及び施工を遵守し

、雨水及び土砂の流出を抑制させた上で現況の放流

先へ排水することにより災害の発生を防止します。 

また、土砂流出の影響等の観点から急傾斜への太陽

電池モジュール等の発電設備の設置予定等はござい

ません。 

②太陽光発電設備の構造強度を保持するために

講ずる措置の内容 

電気事業法に基づき、発電用太陽電池設備に関する

技術基準を順守した設計及び施工を実施することで

安全性を確保します。 

③太陽光発電事業の実施に伴い生じる環境影響

に対して講ずる措置の内容 

環境影響調査を行っており、本事業の実施に伴い生

じる環境影響は、実行可能な範囲で回避又は低減さ

れているものと評価致しました。今後も環境影響を

可能な限り回避・低減するよう努めると同時に、影

響が発生した際には、即刻対処します。 

④事業区域に係る景観計画に定める良好な景観

の形成のために講ずる措置の内容 

景観法及び和歌山市景観条例に基づき、和歌山市景

観計画及び太陽光発電設備等の設置に関する景観ガ

イドラインの景観形成基準に適合するよう設置計画

を行います。 

⑤太陽光発電事業の実施に際して関係法令及び

関係法令に基づく命令、関係する府県の条例

及び当該条例に基づく命令並びに当該事業区

域を管轄する市町村の条例及び当該条例に基

づく命令の規定に違反しないために講ずる措

置の内容 

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例、及び 

関係法令を遵守し、申請内容及び基準を関係各位で 

共有し監督官庁からの指示、命令等に速やかに対応 

します。 

⑥太陽光発電事業の実施と、県が定める基本計

画等その他太陽光発電事業に関係する計画及

び当該事業区域を管轄する市町村が定める太

陽光発電事業に関係する計画との整合性を確

保するために講ずる措置の内容 

和歌山県環境基本計画に記載のとおり、環境と調和 

に配慮した設置場所の設定、環境配慮、安全性の確 

保を行いました。 

⑦反射光による周辺の生活環境への影響に係る

説明 

環境影響調査にて反射光のシミュレーションを行い 

周辺民家等への影響は問題ない事を確認しました。 

（詳細は「環境影響調査書」のとおり。） 

 



 

 

別紙① 所在地一覧 

 

No. 所在 地番 地目 所有者（注） 

1  和歌山市加太字大谷 2536 山林 和歌山県土地開発公社(74/106) 

南海観光開株式会社(32/106) 

2  和歌山市加太字下女原 2413 山林 和歌山県土地開発公社 

3  和歌山市加太字下女原 2414 山林 同上 

4  和歌山市加太字下女原 2415 山林 同上 

5  和歌山市加太字下女原 2421 山林 同上 

6  和歌山市加太字下女原 2422 山林 同上 

7  和歌山市加太字森ケ谷 2427 山林 同上 

8  和歌山市加太字森ケ谷 2428 山林 同上 

9  和歌山市加太字笠松原 2443-1 山林 同上 

10  和歌山市加太字笠松原 2444 山林 同上 

11  和歌山市加太字鍋谷 2510 山林 同上 

12  和歌山市加太字鍋谷 2511 山林 同上 

13  和歌山市加太字鍋谷 2512 山林 同上 

14  和歌山市加太字鍋谷 2514 山林 同上 

15  和歌山市加太字大谷 2529 山林 同上 

16  和歌山市加太字大谷 2530-1 山林 同上 

17  和歌山市加太字大谷 2531 山林 同上 

18  和歌山市加太字大谷 2532-1 山林 同上 

19  和歌山市加太字大谷 2533-1 山林 同上 

20  和歌山市加太字大谷 2534 山林 同上 

21  和歌山市加太字大谷 2535-1 山林 同上 

22  和歌山市加太字大谷 2539 山林 同上 

23  和歌山市加太字大谷 2540 山林 同上 

24  和歌山市加太字炭谷 2362‐1 雑種地 同上 

25  和歌山市加太字炭谷 2362-12 雑種地 同上 

 

注：No.1（和歌山市加太字大谷 2536）のみ和歌山県土地開発公社と南海観光開株式会社の共有地となっ

ているもの。なお、持分比率は上記の通り。 

  

 

 

 



 

 

別紙② 「環境影響調査書」の[第 2章 事業の名称、位置、目的及び内容]の 2-6項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙③ 添付資料⑤「当該造成に係る計画平面図及び計画断面図」 

 

 

 

別紙③ 添付資料⑤「当該造成に係る計画平面図及び計画断面図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙③ 添付資料⑤「当該造成に係る計画平面図及び計画断面図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙③ 添付資料⑤「当該造成に係る計画平面図及び計画断面図」 

 

 



 

 

別紙④ 添付資料⑩「太陽光発電パネルの支持物の構造強度に関する書面」 

 

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例 

第 11条第 1項第 6号に係る基準の遵守ついて 

 

 

本加太太陽光発電事業は、出力 29,900kWの太陽光発電事業であり、和歌山県太陽光発電事業の実施に

関する条例第 11条第 1項第 6号に規定する基準の適用を受けますので、当該基準については、下記のと

おり適正に手続を行う事等により遵守します。 

 

 

記 

 

 

設備工事着工の 30日以上前に電気事業法第 48条の規定による工事計画届出書を中部近畿産業保安監

督部近畿支部に届出し、電気事業法第 48条第 4項の命令を受けないよう電気事業法に基づく技術基準等

を遵守します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙⑤「環境影響調査書」[第 5章 環境影響調査の結果] 5-7項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙⑤「環境影響調査書」[第 5章 環境影響調査の結果] 5-7項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙⑤「環境影響調査書」[第 5章 環境影響調査の結果] 5-7項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙⑤「環境影響調査書」[第 5章 環境影響調査の結果] 5-7項 

 

 

 

 

 


